
「令和８年度白石焼復興事業業務委託」に関する質問への回答 

質問事項 内容 回答 

募集要領 ６ ⑵ 

選定基準について 

企画提案書において、本委託期間（令和９年３月 31 日ま

で）内の業務内容に加え、事業の持続的発展を見据えた将来

構想（次年度以降のロードマップや白石焼ブランドの長期的

な発展方向性など）を盛り込むことは可能でしょうか。ま

た、そのような内容は審査において評価の対象となりますで

しょうか。 

 

仕様書 4(5)に記載しているとおり、次年度以降のロードマ

ップの作成をお願いします。長期的な発展方向性などを盛り

込んでいただくことは可能です。また、それらの内容は募集

要領の「企画力」「効果性」「実現性」の項目において評価の

対象となります。 

募集要領 ２ ⑷ 

履行期間について 

本業務委託は今年度（令和８年度）をもって終了となるので

しょうか。それとも、令和９年度以降も継続して実施される

予定はございますでしょうか。提案内容の設計に関わります

ため、現時点でのご見解をお聞かせいただけますと幸いで

す。 

 

本業務委託の履行期間は、募集要領 2(4)および仕様書 2に

記載のとおり令和 9年 3月 31 日までとなります。令和 9年

度以降の事業継続や実施形態については未定ですが、本業務

において作成されたロードマップ等を参考に、町として復興

事業を推進していく予定です。 

仕様書  

（成果物）につい

て 

業務完了後に提出が求められる実施報告書等の成果物につい

て、提出形式は紙媒体（印刷物）での提出が必要でしょう

か。それとも、電子データ（PDF 等）での提出も可能でしょ

うか。写真・記録資料等を含む場合の取り扱いについてもあ

わせてご教示いただけますと幸いです。 

 

報告書については、紙媒体（印刷物）1部を提出してくだ

さい。また、それらに付随する資料や印刷物等のデータ、お

よび業務内で撮影・収集した写真や記録資料（未編集のオリ

ジナルデータを含む）については、すべて電子データ（CD-

R、DVD-R）にて納品してください。 

なお、本業務により作成・取得された成果物（写真・記録

資料等を含む）の著作権及び所有権はみやき町に帰属します

（仕様書 5(4)参照）。また、受託者側での関係書類の保管期

間は事業終了後 5年間となります（仕様書 5(7)参照）。 

 

 


